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　東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会の聖火リレーで使用するトーチの県内全市
町村巡回展示が始まり、１月30日～２月１日の
３日間、フローラ・ＳＡＧＡＥに展示されました。
　トーチは桜がモチーフで、長さ71センチメー

トル、重さ約１キログラム。色は桜ゴールドと
桜ピンクで、素材の一部には東日本大震災の復
興仮設住宅のアルミ廃材が再利用されています。
展示では西山杉の木製台座に設置されました。
　聖火リレーは６月６日に本市を通過します。

｢ゆめはーとくらぶ」ってなあに？
　季節の工作や伝承遊び、運動遊びなどの活動
を通し、他の学校や違う年齢の友達との交流を
図ることを目的に行っている活動です。小学生

と、３歳以上の幼児と保護者を対象とした月２
回程度の活動です。詳細は、市社会福祉協議会
ホームページや館内お便りでお知らせします。
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。

照らし出す希望の道

さくらんぼと歴史が育む　スマイルシティ　寒河江
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寒河江市消防団
Sagae Volunteer Fire Corps

消防さがえ
豪雨災害対応

第２分団第１部　板花藤喜
　７月27日から29日にかけて県内は記録的な大
雨となりました。第２分団の管轄である南部地
区を包むように流れる最上川は、上流で雨が降
り続いた影響で水位が上昇し、堤防から水があ
ふれる恐れが出たため、島地区隣接の最上川堤
防に土のうを積み決壊に備えました。午後５時
に多くの世帯に避難勧告が出されたため、地区
の巡回広報を小まめに行い、陵南中学校への避
難を呼び掛けました。
　29日の朝に避難指示が解除され、幸いにも人
的被害はありませんでした。後日、土のうの撤
収作業を団員で行いました。

火災防御訓練
第４分団第４部　逸見広信

　柴橋地区を管轄している私たち第４分団では、
10月４日に火災防御訓練を実施しました。本年
度は中郷構造改善センター付近から火災発生と
の想定で、中郷地区の自主防災会の避難訓練と
併せて行われました。地域の方が実際に消防本
部へ通報訓練をし、柴橋地区の全部隊が連携し
て放水を行うなど、私たち消防団の活動と日々
の訓練の成果を地域の方々に間近でご覧いただ
くよい機会となりました。こうした取り組みを
通じて、少しでも地域での火災予防に対する意
識向上や日々の安心感につなげることができた
なら幸いです。

分団紹介

消防団員募集
　市消防団では、団員を募集しています。
地域の絆を守り安全で安心な街とするため
には、あなたの力が必要です。ぜひ私たち
と一緒に地域の防災リーダーとして、市民
の生命と財産を守りましょう。女性消防隊、
音楽隊の団員も募集しています。

車両交付式
第１分団第５部　渡邉祐平

　11月29日に市役所で消防車両交付式が行われ
ました。第３分団第１部とともに出席し、消防
小型動力ポンプ付き軽積載車を配備していただ
きました。以前の消防車両は約20年間使用して
おり、日々の防災活動や火災現場などさまざま
な活動を共にしてきました。今後は、新しい消
防車両とともに心新たに市民の安全を守れるよ
う、より一層尽力していきます。

防火キャラバン
第６分団第２部　松田祥弘

　11月15日、秋の火災予防週間に合わせて、予
防消防活動として合同キャラバンを実施しまし
た。合同キャラバンは春と秋の年２回、山間部
を含む白岩地区全域を第６分団の全ての積載車
が１列になって巡回し、火災予防を呼び掛ける
活動です。７台の積載車が一同に広報する様子
は圧巻で、参加した団員においても自覚と誇り
をもって努めることを改めて認識しました。

第４部　逸見広信
　私たち第４分団は柴橋地区を管轄し、日夜活
動に取り組んでいます。本年度は新型コロナウ
イルス感染拡大により行事の開催を制限されて
いますが、我々消防団が最も大切にしている火
災予防活動については、定期的な巡回や広報、
消防設備の点検など切れ目なく力を注いでいま
す。感染対策としてアルコールをお使いの方も
多いと思いますので、これまで以上に火の扱い
にご留意の上、火災予防にご協力ください。

第４分団 第１部　渡部康太
　私たち第７分団は醍醐地区を管轄し、１部（日
和田・箕輪)、２部（慈恩寺）で消防活動を行っ
ています。毎月１日・15日に消防ポンプの点検
と火災予防の広報活動を行い、どんな災害にも
動じず迅速に対応できるように、消防操法訓練
や水防訓練などにも励んでいます。また、管内
には国指定重要文化財を所蔵する本山慈恩寺が
あり、この歴史的財産を守ることも重要な活動
です。これからも地域住民の財産や安全・安心
を守るため、防災活動に努めていきます。

第７分団

第１部　渡辺一洋
　私たち第８分団は、第１、２部で構成されて
います。三泉地区を管轄に活動を行い、月２回
の夜警や、火災予防週間における地域への呼び
掛け等、各団員が協力して日々予防消防に努め
ています。また、管轄内での火災発生を想定し
た火災防御訓練では、機械器具の取り扱いにつ
いて先輩団員からの指導を受け、万が一の状況
に対応できる組織作りを行っています。操法大
会においては、夜が明けきらない時間から準備
を行い、練習に励んでいます。
　これからも団員一丸となって防災活動に努め
ていきます。

第８分団

安達かほる
　私たち市消防団音楽隊は、現在19人で活動し
ています。春季消防演習や出初式などでファン
ファーレやさまざまな曲の演奏、マーチングの
披露をし、市消防団のイベントに花を添えます。
　消防団の活動だけでなく、さがえ秋のうまい
もの市や“さがえ”さくらんぼマラソン大会等で
も演奏するなど、幅広く演奏活動を行っていま
す。消防音楽隊の明るい音色で、寒河江市の安
心安全、明るい未来に少しでも貢献できればと
思っています。

音楽隊

第５部　熊谷拓哉
　私たち第５分団は高松地区を管轄しており、
第１～５部と自動車部からなる計６部で編成さ
れています。主な活動として、毎月２回の消防
ポンプ点検と火災予防の広報活動のほか、防火
キャラバン活動や火災防御訓練を行っています。
管轄内には山間地も含まれていることから、建
物火災だけでなく、林野火災や土砂災害に対す
る備えにも力を入れています。新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で活動が縮小している状況
ですが、地域の財産を守るため、日々の備えを
怠らず団員一同協力して活動していきます。

第５分団

第２部　松田祥弘
　私たち第６分団は計７部で構成され、市消防
団の中で最も管轄面積が広く、団員数も最多を
誇ります。葉山を含む山岳地域があるため、山
火事や遭難救助の要請にも対応しています。５
月には、山菜採りなどで多くの方が訪れるため

「山林火災予防キャラバン」を実施し予防活動に
取り組んでいます。
　団員の高齢化や後継者不足（新入団員の加入）
といった課題はありますが、地域の財産を守る
ため、団員一同協力して活動していきますので、
今後ともよろしくお願します。

第６分団
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①
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ダ
ー
パ
ス
付
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、
②
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根
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区
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区
画
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陵
東
中
学
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●
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る
市
民
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０
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和
３
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交
通
災
害
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済

申
し
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受
け
付
け
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始

　
交
通
災
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共
済
は
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加
入
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道
路
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通

法
上
の
交
通
事
故
で
被
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に
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舞
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れ
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は
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。
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事
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。
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等
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●
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市
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８
３)

３
２
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へ
。
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ト
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団
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●
日
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日
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３
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～

●
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場
／
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・
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Ａ
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階

●
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／
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上
）
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ト
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江
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大
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ん
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２
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「
手
形
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ろ
う
」

●
日
時
／
３
月
５
日
(金)
午
前
10
時
15
分
～
正
午

●
会
場
／
西
部
地
区
公
民
館

● 

定
員
／
就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
保
護
者
、
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組

● 

申
込
／
ゆ
め
は
ー
と
寒
河
江
☎(

８
３)

３

２
２
５
へ
。

３月の相談日（市長・法律・登記相談は要申込）
市長相談／25日㈭９:00～11:00、市市民生活課☎85-1876
法律相談／15日㈪13:15～16:35、市市民生活課☎85-1876
消費生活相談／平日９:00～16:00、市市民生活課☎85-1876
教育相談ダイヤル／平日８:30～17:00、市学校教育課☎86-1700
人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258　　　　　　　　
ふれあい相談所［ハートフルセンター２階社会福祉協議会☎86-7867］
　一般相談／毎週水曜日13:00～16:00
　法律相談／１日㈪13:30～16:30
　登記相談／23日㈫13:00～16:00
　行政相談／10日㈬13:00～16:00

新型コロナウイルスの影響により、
掲載の催しなどが中止・変更になる
場合があります。

1月末の市人口、1月届出の出生数
地区名 人　口 世帯数
寒河江 18,783 6,845 
南　部 4,852 1,703 
西　根 4,697 1,561 
柴　橋 4,711 1,546 
高　松 2,638 836 
醍　醐 1,108 355 
白　岩 2,528 935 
三　泉 1,396 522 
総　計 40,713 14,303 
前月比 －6 ＋27 
出生数 男：4人、女：11人

令
和
３
年
度
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

②
の
税
額
に
該
当
し
ま
す
。
ま
た
、
被
け

ん
引
車
は
重
課
対
象
外
で
す
。

②�
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成
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年
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～
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成
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年
３
月
31

日
に
新
車
新
規
登
録
の
車
両

　

 

初
度
検
査
年
月
か
ら
13
年
を
経
過
す
る
ま

で
は
、
こ
の
税
額
で
す
。

③�

平
成
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年
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月
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日
以
後
に
新
車
新
規
登

録
の
車
両

　

 

令
和
３
年
度
に
限
り
、
令
和
２
年
４
月
１

日
～
令
和
３
年
３
月
31
日
に
新
車
新
規
登

録
し
、
か
つ
一
定
の
燃
費
基
準
を
満
た
す

車
両
は
、
表
２
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
税

率
（
軽
課
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【表２】グリーン化特例の税率（軽課)

車両区分
　税　額（円）

Ａ Ｂ Ｃ

軽三輪 　1,000 　2,000 　3,000

軽四輪

乗用
営業用 　1,800 　3,500 　5,200

自家用 　2,700 　5,400 　8,100

貨物
営業用 　1,000 　1,900 　2,900

自家用 　1,300 　2,500 　3,800

【表３】グリーン化特例（軽課）適用の基準

税額 車両区分 基　　準

Ａ 乗用
貨物

電気自動車、天然ガス自動車
(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10％低減）

Ｂ
乗用 平成30年排出ガス基準50％低減または

平成17年排出ガス基準75％低減

令和２年度燃費基準＋30％達成

貨物 平成27年度燃費基準＋35％達成

Ｃ
乗用 平成30年排出ガス基準50％低減または

平成17年排出ガス基準75％低減

令和２年度燃費基準＋10％達成

貨物 平成27年度燃費基準＋15％達成

三
輪
お
よ
び
四
輪
の
軽
自
動
車

　
新
車
で
新
規
登
録
を
行
っ
た
年
月
（
車
検

証
記
載
の
初
度
検
査
年
月
）
に
よ
り
、
適
用

税
率
が
異
な
り
ま
す
。

車
両
区
分
ご
と
の
税
率
［
表
１
］

①�

平
成
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３
月
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日
以
前
に
新
車
新
規
登

録
の
車
両
（
新
車
新
規
登
録
か
ら
13
年
経

過
し
た
車
両
）

　

 

重
課
の
税
率
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
電

気
・
燃
料
電
池
・
天
然
ガ
ス
・
メ
タ
ノ
ー

ル
・
ガ
ソ
リ
ン
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【表１】車両区分ごとの税率

車両区分
　税　額（円）

① ② ③

軽三輪 　4,600 　3,100 　3,900

軽四輪

乗用
営業用 　8,200 　5,500 　6,900

自家用 12,900 　7,200 10,800

貨物
営業用 　4,500 　3,000 　3,800

自家用 　6,000 　4,000 　5,000

車両区分ごとの税率
車両区分 税額（円)

原動機付自転車

50cc以下 2,000
90cc以下 2,000
125cc以下 2,400
ミニカー 3,700

小型特殊自動車
農耕作業用 2,400

その他 5,900
軽二輪（125cc超250cc以下) 3,600
二輪小型自動車（250cc超) 6,000

被けん引車 3,600

原
動
機
付
自
転
車
、

　
小
型
特
殊
自
動
車
等

軽自動車の廃車や変更の手続きをお忘れなく
　軽自動車税（種別割）は毎年４月１日現在の所有
者（所有権留保の場合は使用者）に課税されますの
で、廃車や譲渡をした場合は、忘れずに３月末日ま
で手続きをしてください。月割り課税ではありませ
んので、４月２日以降に廃車や譲渡をした場合でも、
その年度分の軽自動車税（種別割）が課税されます。
●手続き場所・持ち物／車種に
　より異なりますので、お手数
　ですがお問い合わせください。
●問合せ／市税務課市民諸税係
　☎85-1696へ。
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保健だより問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。
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■次号の市報３月５日号は、３月５日㈮に発行します。

月　日 医　療　機　関 電話番号
２／21㈰ 南さがえ病院 ☎85-6611

２／23㈫ さとうクリニック ☎83-3300

２／28㈰ 陵南さとう整形外科 ☎85-5511

３／７㈰ 鈴木眼科 ☎86-6900

３／14㈰ 中正堂髙橋医院 ☎87-1001

３／20㈯ 寒河江武田内科往診クリニック ☎86-2641

３／21㈰ 田村内科・消化器科クリニック ☎85-8700

３／28㈰ 豊岡整形外科 ☎86-4331

▶精神科医による、こころの健康相談（要申込）
眠れない、気分が憂鬱（ゆううつ）など不調を感じている
方、こころに悩みを抱えている方、家族のことが心配な方
を対象とした個別相談です。
●日時／３月９日㈫午後２時～４時（１人50分程度）
●会場／ハートフルセンター

▶保健師・栄養士による、心や体の健康相談（要申込）
● ハートフルセンターへの来所相談／毎週木曜日（閉庁日

を除く）の午前９時～11時30分
●電話相談／開庁日の午前８時30分～午後５時

▶休日当番医（診療時間は午前９時～午後５時）
日曜日や祝日に病気・けがをしたときは、まずかかりつけ
のお医者さんへ連絡しましょう。休診や留守等でやむを得
ないときのみ、休日当番医で受診してください。受診する
際は、健康保険証を忘れずに持参してください。

▶乳幼児健診

●受付／午後１時～１時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／健診票、母子健康手帳、バスタオル
● その他／感染症の疑いがあったり体調が悪い場合は、電

話連絡の上、翌月の健診日程をご利用ください。また、
転入等でお済みでない方もお早めに受診してください。

▶産後リフレッシュ講座（３日前まで要申込）
●日時／３月４日㈭午後２時～３時30分
●会場／ハートフルセンター
●対象／生後６カ月までの赤ちゃんとお母さん
●内容／助産師講話、心と体のセルフケア
●持ち物／母子健康手帳

▶離乳食後期教室（前日まで要申込）
●日時／３月12日㈮午前10時～11時
●会場／ハートフルセンター
●内容／栄養士講話「離乳食後期の進め方｣、離乳食の試食
●持ち物／母子健康手帳、筆記用具

▶離乳食前期教室（前日まで要申込）
●日時／３月19日㈮午前９時30分～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●内容／栄養士講話「離乳食の進め方｣、離乳食実習・試食
●持ち物／母子健康手帳、エプロン、おんぶ用の帯等

▶助産師による母乳ミルク相談室
●日時／３月19日㈮午前10時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●対象／妊娠中または育児中の方
●内容／母乳ミルクに関する相談

▶保健師育児相談
●日時／３月19日㈮午前10時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●内容／乳幼児の発達・育児相談

▶妊娠届け出・母子健康手帳交付（妊婦健康相談）
妊娠の届け出は母子保健法で定められており、届け出をさ
れた際に母子健康手帳等を交付します。都合が付かない場
合は、電話等で相談してください。
●日時／開庁日の午前９時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／医療機関交付の妊娠届出書、個人番号（通知カ
　ード等）および本人確認（免許証等）ができるもの

種　別 月　日 対　象
３～４カ月児健診 ３／17㈬ 令和２年11月生
９～10カ月児健診 ３／11㈭ 令和２年５月生
１歳６カ月児健診 ３／10㈬ 令和元年８月生

２歳児ピカピカ歯科検診
（２歳児、２歳６カ月児） ３／５㈮ 平成31年２月生

平成30年８月生
３歳児健診（３歳６カ月児） ３／３㈬ 平成29年８月生

　人工透析治療のため医療機関に通院している方へ、
通院に要した交通費の一部を助成します。
● 対象／①～④を全て満たしている方。①腎臓機能

障害で身体障害者手帳を所持している、②人工透
析を受けるため自家用車を含む交通機関を利用し
ている、③人工透析を受けている方の属する世帯
の生計中心者の市民税所得割が非課税である、④
他の制度で通院交通費の支給（タクシー券、給油
券を除く）を受けていない。

● 持ち物／身体障害者手帳、はんこ（朱肉を使うも
のに限る)、通帳、通院証明書（市健康福祉課に指
定の用紙あり）

●申請／３月12日㈮まで市健康福祉課生活福祉係
　☎85-0395へ。

人工透析（血液透析）
通院交通費を助成

● 相談／３月１日㈪～７日㈰の午前９時～午後５時、
毎週月～金曜日（祝日を除く）の午前９時～正午、
午後１時～５時に☎0570-064-556へ。

こころの健康相談統一ダイヤル
＝３月は自殺対策強化月間＝
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問い合わせ・申し込み・相談は、左段は市健康福祉課市民健康係☎85-0617、右段は市子育て推進
課すくすく健康係☎85-0916へ。


